
その他

Ｑ18：ヒグマ出没箇所を住民に周知する地図情報の発信ツールを教えてください。

Ｑ19：ヒグマ出没箇所の各自治体での地図情報の発信ツールについて、どのように思われますか。



その他

Q20：道では市町村等のヒグマ対応困難な事案に対する助言や指導等の支援を行うため、専門的
人材を派遣する「ヒグマ緊急時等専門人材派遣事業」を行っています。「ヒグマ緊急時専
門人材派遣事業」について、当てはまるものを教えてください（複数回答可）。

Q21：都市計画法などに基づいて「市街地」と「市街地でない区域」など明確に設定しています
か？
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